
   

９６０２ 税関官署の開庁時間について 

 

 

 

１．税関官署の開庁時間について 

平成 20年４月より、各税関長が「税関官署の開庁時間」を定め、ホームー

ページ等で公表しております。 

この税関官署の開庁時間内においては、事前の届出を行うことなく、税関手

続きを行うことができます。 

 

税関官署の開庁時間は、多くの税関官署において、平日の午前８時 30分か

ら午後５時 15分（又は午後５時 45分）までとなっておりますが、成田空港の

ように 24時間 365日を税関官署の開庁時間として定めている税関官署もござ

いますので、詳しくは、各税関ＨＰ又は各税関にお問い合わせ下さい。 

 

 

２．税関官署の開庁時間以外の時間帯に税関手続きを行う場合 

税関官署の開庁時間以外の時間帯に税関手続きを行う場合には、この税関官

署の開庁時間内に「開庁時間外の事務の執行を求める届出書」（税関様式Ｃ－

8000）を２通提出して頂くことにより行うことができます。 

 

平成 20年４月１日より、時間外に税関手続きを行う場合に必要であった、

臨時開庁手数料は廃止されております。 

 

 

 

お問い合わせ先は、コード番号（1116 税関の住所・電話番号・FAX（各庁舎

案内図））又は（9301 税関相談官制度について）を参照してください 

 

通関等窓口の開庁時間及び時間外事務の取扱いについて 
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https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1116_jr.htm
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1116_jr.htm
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/sonota/9301_jr.htm
https://www.customs.go.jp/tsukan/jikangai.htm

